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Ｓ
Ｔ
Ｏ
公
開
草
案
の
審
議
、大
詰
め

─
Ａ
Ｓ
Ｂ
Ｊ

会
　
　
計

Ｉ
Ｃ
Ｏ
ト
ー
ク
ン
に
関
す
る
基
準
開

発
は
事
例
の
蓄
積
を
待
つ
方
向
？

─
Ａ
Ｓ
Ｂ
Ｊ
、実
務
対
応
専
門
委

会
　
　
計

去
る
８
月
１
日
、
企
業
会
計
基
準

委
員
会
は
、
第
４
８
４
回
企
業
会

計
基
準
委
員
会
を
開
催
し
た
。

主
な
審
議
事
項
は
次
の
と
お
り
。

企
業
会
計
基
準
諮
問
会
議
か
ら

の
テ
ー
マ
提
言

第
45
回
企
業
会
計
基
準
諮
問
会

議
（
２
０
２
２
年
８
月
10
日
号
（
№

１
６
５
２
）
情
報
ダ
イ
ジ
ェ
ス
ト

参
照
）
で
審
議
さ
れ
た
新
規
テ
ー

マ
「
資
金
決
済
法
上
の
『
電
子
決

済
手
段
』
の
発
行
・
保
有
等
に
係

る
会
計
上
の
取
扱
い
」
に
つ
い
て
、

同
諮
問
会
議
議
長
よ
り
説
明
が
あ

り
、
企
業
会
計
基
準
委
員
会
で
の

対
応
が
審
議
さ
れ
た
。

事
務
局
か
ら
は
、
本
テ
ー
マ
を
新

テ
ー
マ
と
し
、
実
務
対
応
専
門
委
員

会
で
対
応
す
る
案
が
示
さ
れ
、
委
員

か
ら
異
論
は
聞
か
れ
な
か
っ
た
。

リ
ー
ス
会
計
基
準
の
改
正

⑴　
サ
ブ
リ
ー
ス
取
引

第
４
８
０
回
親
委
員
会

（
２
０
２
２
年
６
月
20
日
号
（
№

１
６
４
７
）
情
報
ダ
イ
ジ
ェ
ス
ト

参
照
）、
第
１
１
６
回
リ
ー
ス
会
計

専
門
委
員
会
（
２
０
２
２
年
７
月

１
日
号
（
№
１
６
４
８
）
情
報
ダ

イ
ジ
ェ
ス
ト
参
照
）
に
引
き
続
き
、

サ
ブ
リ
ー
ス
取
引
の
取
扱
い
に
つ
い

て
、
審
議
さ
れ
た
。

前
回
専
門
委
員
会
で
聞
か
れ
た
意

見
へ
の
対
応
が
行
わ
れ
た
。
パ
ス
ス

ル
ー
型
の
サ
ブ
リ
ー
ス
取
引
の
例
外

的
な
会
計
処
理
の
定
め
を
容
認
規
定

と
す
べ
き
と
の
意
見
を
踏
ま
え
、
事

務
局
か
ら
は
、
任
意
適
用
と
す
る
案

等
が
示
さ
れ
た
。

委
員
か
ら
は
、
方
向
性
に
つ
い
て

異
論
は
聞
か
れ
な
か
っ
た
。

⑵　
時
価
開
示
適
用
指
針
の
改
正

リ
ー
ス
会
計
基
準
の
改
正
に
伴

い
、
企
業
会
計
基
準
適
用
指
針
19
号

「
金
融
商
品
の
時
価
等
の
開
示
に
関

す
る
適
用
指
針
」
の
改
正
に
つ
い
て

審
議
さ
れ
た
。

事
務
局
か
ら
は
、リ
ー
ス
負
債（
借

手
）
に
つ
い
て
は
、
時
価
開
示
の

注
記
を
要
し
な
い
こ
と
に
変
更
し
、

リ
ー
ス
債
権
等
（
貸
手
）
に
つ
い
て

は
、
現
行
基
準
の
ま
ま
時
価
開
示
の

対
象
と
す
る
と
の
案
が
示
さ
れ
た
。

委
員
か
ら
は
、
賛
成
意
見
が
多
く

聞
か
れ
た
が
、「
貸
手
に
つ
い
て
も
、

借
手
と
そ
ろ
え
て
注
記
不
要
と
し
て

は
ど
う
か
」と
の
意
見
も
聞
か
れ
た
。

金
融
資
産
の
減
損

第
１
８
４
回
金
融
商
品
専
門
委
員

会
（
２
０
２
２
年
８
月
10
日
号
（
№

１
６
５
２
）情
報
ダ
イ
ジ
ェ
ス
ト
参
照
）

に
引
き
続
き
、
ス
テ
ッ
プ
２
で
検
討
す

る
論
点
の
う
ち
、
貨
幣
の
時
間
価
値

の
考
慮
に
つ
い
て
審
議
さ
れ
た
。

債
権
の
測
定
（
実
効
金
利
法
に
よ

る
償
却
原
価
測
定
）
に
関
す
る
定
め

も
含
め
た
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
９
号
「
金
融
商

品
」
の
定
め
を
、
取
り
入
れ
な
い
方

法（
方
法
１
）、取
り
入
れ
る
方
法（
方

法
２
）、選
択
適
用
と
す
る
方
法
（
方

法
３
）の
３
つ
の
方
法
が
示
さ
れ
た
。

委
員
か
ら
は
、
方
法
３
へ
の
賛
成

意
見
が
聞
か
れ
た
一
方
、「
方
法
１

や
３
で
は
、
国
際
的
整
合
性
の
観
点

か
ら
批
判
さ
れ
る
リ
ス
ク
は
あ
る
の

で
は
」
と
の
意
見
も
聞
か
れ
た
。

Ｓ
Ｔ
Ｏ
公
開
草
案

第
４
８
３
回
親
委
員
会（
２
０
２
２

年
８
月
10
日
号
（
№
１
６
５
２
）
情

報
ダ
イ
ジ
ェ
ス
ト
参
照
）
に
引
き
続

き
、
実
務
対
応
報
告
公
開
草
案
63
号

「
電
子
記
録
移
転
有
価
証
券
表
示
権

利
等
の
発
行
及
び
保
有
の
会
計
処
理

及
び
開
示
に
関
す
る
取
扱
い
（
案
）」

に
寄
せ
ら
れ
た
コ
メ
ン
ト
へ
の
対
応

案
お
よ
び
文
案
等
の
審
議
が
行
わ
れ

た
。委

員
か
ら
は
特
段
の
異
論
は
聞
か

れ
ず
、
事
務
局
か
ら
、
可
能
な
ら
ば

次
回
の
親
委
員
会
（
８
月
23
日
開
催

予
定
）
で
公
表
議
決
し
た
い
旨
が
示

さ
れ
た
。

去
る
７
月
26
日
、
企
業
会
計
基
準

委
員
会
は
第
１
４
７
回
実
務
対
応
専

門
委
員
会
を
開
催
し
た
。
２
０
２
２

年
３
月
15
日
に
公
表
さ
れ
た
「
資
金

決
済
法
上
の
暗
号
資
産
又
は
金
融
商

品
取
引
法
上
の
電
子
記
録
移
転
権
利

に
該
当
す
る
Ｉ
Ｃ
Ｏ
ト
ー
ク
ン
の
発

行
及
び
保
有
に
係
る
会
計
処
理
に
関

す
る
論
点
の
整
理
」（
以
下
、「
本
論

点
整
理
」
と
い
う
）
に
つ
い
て
、
寄

せ
ら
れ
た
コ
メ
ン
ト
を
踏
ま
え
て
作

成
さ
れ
た
事
務
局
資
料
を
も
と
に
、

今
後
の
対
応
に
関
し
て
議
論
が
行
わ

れ
た
。

基
準
開
発
の
時
期
お
よ
び
Ｉ
Ｃ
Ｏ

ト
ー
ク
ン
の
発
行
者
に
お
け
る
発
行

時
の
会
計
処
理
に
関
す
る
事
務
局

分
析事

務
局
は
、
仮
に
現
時
点
で
速
や

か
に
基
準
開
発
を
行
う
場
合
に
は
、

Ｉ
Ｃ
Ｏ
ト
ー
ク
ン
に
関
す
る
個
々
の

取
引
の
権
利
お
よ
び
義
務
の
内
容
を

踏
ま
え
て
会
計
処
理
を
判
断
す
る
と

い
う
原
則
的
な
取
扱
い
を
定
め
て
、

そ
の
取
引
内
容
に
関
す
る
開
示
を
要

求
す
る
会
計
基
準
を
開
発
す
る
と
の

考
え
方
を
示
し
た
。

専
門
委
員
か
ら
は
、「
原
則
的
な

取
扱
い
と
い
う
の
は
、
ど
の
よ
う
な

も
の
を
指
す
の
か
」
と
の
質
問
が
あ

り
、
事
務
局
は
、「
よ
り
詳
細
に
記

載
す
る
の
は
現
時
点
で
は
困
難
で
あ

る
と
分
析
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
、

権
利
義
務
の
内
容
を
踏
ま
え
、
各
社

で
判
断
す
る
と
シ
ン
プ
ル
に
ま
と
め

て
い
る
」
と
回
答
し
た
。

ま
た
、
専
門
委
員
か
ら
の
「
会
計

処
理
の
判
断
基
準
が
な
い
な
か
で
、

実
務
に
委
ね
る
よ
う
な
定
め
方
を
す

る
と
、
会
計
基
準
が
で
き
て
も
監
査

上
の
受
入
れ
が
難
し
い
の
で
は
。
ど

こ
ま
で
明
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
の

か
議
論
す
べ
き
」
と
の
意
見
に
対
し

て
、
事
務
局
は
、「
記
載
で
き
る
点
、

記
載
で
き
な
い
点
に
つ
い
て
検
討
す

る
が
、
現
時
点
で
会
計
処
理
の
原
則

の
と
こ
ろ
で
書
き
込
む
こ
と
は
難
し

い
」
と
答
え
た
。

そ
の
他
、
専
門
委
員
か
ら
は
、「
第

４
８
３
回
親
委
員
会
で
挙
が
っ
た
意

見
の
と
お
り
、
わ
が
国
が
先
行
し
て

基
準
開
発
を
行
っ
た
後
、
国
際
的
な

基
準
が
開
発
さ
れ
た
場
合
、
再
度
わ

が
国
で
基
準
開
発
を
行
う
こ
と
と

な
っ
て
し
ま
い
、
コ
ス
ト
が
か
か
る

こ
と
に
も
な
り
か
ね
な
い
。
国
際
的
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開
示
制
度
改
革
の
振
り
返
り

公
認
会
計
士 

市
川　

育
義

会
計・監
査・開
示

〝
来
し
方
行
く
末
〟

わ
が
国
資
本
市
場
は
、
２
０
２
２
年

６
月
13
日
に
金
融
審
議
会
「
デ
ィ
ス
ク

ロ
ー
ジ
ャ
ー
ワ
ー
キ
ン
グ
・
グ
ル
ー
プ

報
告
―
中
長
期
的
な
企
業
価
値
向
上

に
つ
な
が
る
資
本
市
場
の
構
築
に
向
け

て
―
」
が
公
表
さ
れ
る
な
ど
、
現
在
、

開
示
を
中
心
と
し
た
制
度
改
革
の
議

論
（
サ
ス
テ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
情
報
の
開
示
、

コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
に
関
す

る
開
示
、
四
半
期
開
示
な
ど
）
が
本

格
化
し
て
お
り
、
年
度
末
に
明
ら
か
に

な
る
具
体
的
内
容
が
注
目
さ
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
、開
示
制
度
の
改
革
は
、

今
日
に
お
い
て
も
、
依
然
と
し
て
道
半

ば
で
あ
る
と
い
え
る
。

振
り
返
れ
ば
、
１
９
９
７
年
の
金
融

シ
ス
テ
ム
改
革
か
ら
始
ま
っ
た
開
示
制

度
の
抜
本
見
直
し
は
、
２
０
０
０
年
か

ら
順
次
適
用
と
な
っ
た
有
価
証
券
報

告
書
等
の
新
開
示
様
式
や
新
会
計
基
準

（
連
結
財
務
諸
表
原
則
、
連
結
キ
ャ
ッ

シ
ュ
・
フ
ロ
ー
計
算
書
等
作
成
基
準
、

退
職
給
付
会
計
基
準
、
金
融
商
品
会

計
基
準
、
税
効
果
会
計
基
準
な
ど
）
に

と
ど
ま
ら
ず
、
Ｅ
Ｄ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
Ｔ
の
導
入
、

内
部
統
制
報
告
制
度
、
四
半
期
報
告
制

度
、
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
任
意
適
用
、
非
財
務
情

報
（
記
述
情
報
）
の
充
実
な
ど
、
開
示

内
容
は
年
々
進
化
を
遂
げ
て
き
て
い
る
。

開
示
内
容
の
信
頼
性
を
担
保
す
る

公
認
会
計
士
に
よ
る
監
査
に
つ
い
て

は
、
公
認
会
計
士
・
監
査
審
査
会
（
Ｃ

Ｐ
Ａ
Ａ
Ｏ
Ｂ
）
の
発
足
、社
員
ロ
ー
テ
ー

シ
ョ
ン
制
度
、
上
場
会
社
監
査
事
務
所

登
録
制
度
等
に
よ
り
監
査
品
質
、
独

立
性
、
監
視
機
能
等
の
強
化
を
図
る

と
と
も
に
、
監
査
法
人
の
業
務
内
容
の

開
示
、
有
限
責
任
監
査
法
人
制
度
の

導
入
、
課
徴
金
納
付
命
令
の
創
設
な

ど
、
監
査
法
人
の
大
規
模
化
、
グ
ロ
ー

バ
ル
化
等
に
対
応
し
た
公
認
会
計
士
法

の
大
幅
な
改
正
が
行
わ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
商
法
に
お
い
て
は
、
連
結
経

営
の
実
効
性
確
保
に
向
け
た
改
正
と
し

て
、
純
粋
持
株
会
社
創
設
の
た
め
の
株

式
交
換
・
移
転
制
度
の
創
設
や
、
社

外
取
締
役
中
心
の
委
員
会
等
設
置
会

社
（
現
指
名
委
員
会
等
設
置
会
社
）
の

導
入
、
連
結
計
算
書
類
の
作
成
開
示

等
と
と
も
に
、
２
０
０
６
年
の
会
社
法

の
制
定
以
降
は
、
取
締
役
会
に
お
け
る

内
部
統
制
シ
ス
テ
ム
の
整
備
方
針
の
決

定
、
事
業
報
告
に
お
け
る
内
部
統
制
シ

ス
テ
ム
の
整
備
状
況
お
よ
び
運
用
状
況

の
開
示
、
監
査
等
委
員
会
設
置
会
社

の
導
入
、
電
子
提
供
制
度
の
創
設
な

ど
の
改
正
が
行
わ
れ
て
い
る
。

特
に
第
２
次
安
倍
政
権
が
発
足
し
た

２
０
１
２
年
以
降
は
、内
閣
策
定
の「
日

本
再
興
戦
略
」（
２
０
１
３
年
）
お
よ
び

「
日
本
再
興
戦
略
改
訂
２
０
１
４
」
に

盛
り
込
ま
れ
た
、
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ

プ
・
コ
ー
ド
や
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ

ン
ス
・
コ
ー
ド
が
威
力
を
発
揮
し
、
資

本
市
場
の
要
と
な
る
機
関
投
資
家
や

上
場
企
業
に
そ
れ
ぞ
れ
行
動
変
革
を
迫

る
と
と
も
に
、
実
効
性
を
確
保
す
る
た

め
、
監
査
等
委
員
会
設
置
会
社
の
創

設
や
社
外
取
締
役
の
選
任
な
ど
、
数
々

の
法
律
改
正
が
行
わ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
監
査
法
人
に
対
し
て
も
、
上

場
企
業
の
不
正
事
件
等
が
絶
え
な
い
な

か
、
監
査
に
お
け
る
不
正
リ
ス
ク
対
応

基
準
や
監
査
法
人
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー

ド
が
設
定
さ
れ
、
監
査
品
質
の
向
上
に

向
け
た
実
効
性
の
あ
る
取
組
み
が
求
め

ら
れ
て
い
る
。
同
時
に
、
監
査
報
告
書

に
よ
る
情
報
提
供
機
能
を
高
め
る
た
め
、

監
査
上
の
主
要
な
検
討
事
項
（
Ｋ
Ａ
Ｍ
）

や
財
務
諸
表
以
外
の
開
示
内
容
（
そ
の

他
の
記
載
内
容
）
に
対
す
る
検
討
結
果

を
監
査
報
告
書
に
記
載
す
る
と
い
っ
た
、

監
査
基
準
の
改
訂
も
行
わ
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
、
東
証
に
お
い
て
は
、

２
０
２
２
年
４
月
に
新
た
に
３
市
場
が

創
設
さ
れ
た
と
と
も
に
、
今
後
は
Ｔ
Ｏ

Ｐ
Ｉ
Ｘ
の
構
成
銘
柄
の
見
直
し
が
予
定

さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
わ
が
国
資
本
市
場
に

お
い
て
は
、
特
に
２
０
０
０
年
以
降
、

各
市
場
参
加
者
を
巻
き
込
む
大
改
革

が
継
続
し
て
行
わ
れ
、
今
日
に
至
っ
て

い
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

今
後
は
ま
さ
に
、
市
場
参
加
者
そ
れ

ぞ
れ
の
本
気
度
が
試
さ
れ
る
段
階
に
あ

る
と
い
え
よ
う
。

な
会
計
基
準
の
開
発
動
向
を
見
極

め
、
ず
れ
が
な
い
よ
う
に
議
論
を
進

め
て
い
く
べ
き
」
と
い
っ
た
意
見
が

聞
か
れ
た
。

現
時
点
で
速
や
か
に
基
準
開
発
を

行
う
べ
き
で
あ
る
か
否
か

こ
れ
ま
で
聞
か
れ
た
意
見
を
整
理

し
た
う
え
で
、
事
務
局
は
Ｉ
Ｃ
Ｏ

ト
ー
ク
ン
に
つ
い
て
、「
内
容
の
個

別
性
が
非
常
に
高
く
、
法
律
上
で
権

利
義
務
が
明
確
に
な
っ
て
い
な
い
な

か
で
類
型
化
す
る
こ
と
は
非
常
に
難

し
い
と
考
え
て
い
る
」
と
し
た
。
そ

れ
を
踏
ま
え
、
現
時
点
で
速
や
か
に

基
準
開
発
を
行
う
べ
き
で
あ
る
か
否

か
、
専
門
委
員
ら
に
問
う
た
。

専
門
委
員
か
ら
は
、「
開
発
を
進

め
る
こ
と
に
対
し
て
異
論
は
な
い
。

た
だ
、
今
後
の
議
論
の
な
か
で
具
体

的
に
検
討
し
て
ほ
し
い
」
と
の
意
見

が
挙
が
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
事

務
局
は
「
具
体
的
な
部
分
は
や
は
り

も
う
少
し
事
例
が
積
み
重
な
っ
て
か

ら
と
な
る
。
タ
イ
ミ
ン
グ
な
ど
を
踏

ま
え
な
が
ら
、
事
務
局
側
で
、
現
時

点
で
何
が
で
き
る
か
を
考
え
つ
つ
、

引
き
続
き
検
討
を
行
っ
て
い
く
」
と

回
答
し
た
。

金
　
　
融

景
気
後
退
懸
念
が
生
じ
る
な
か
、Ｆ
Ｒ

Ｂ
は
タ
カ
派
姿
勢
維
持
か

米
連
邦
準
備
制
度
理
事
会
（
Ｆ
Ｒ

Ｂ
）
は
７
月
26
、
27
日
に
開
催
し
た

連
邦
公
開
市
場
委
員
会（
Ｆ
Ｏ
Ｍ
Ｃ
）

で
、
０
・
７
５
％
ポ
イ
ン
ト
の
利
上

げ
を
決
め
た
。
前
回
に
続
く
大
幅
利

上
げ
で
、
Ｆ
Ｒ
Ｂ
の
イ
ン
フ
レ
抑
制

に
対
す
る
強
い
姿
勢
を
示
し
た
。
３

月
に
０
・
２
５
％
の
利
上
げ
に
転
じ
、

０
・
５
０
％
、
０
・
７
５
％
と
利
上
げ

ペ
ー
ス
を
加
速
し
て
い
る
。
こ
れ
ま

で
０
・
２
５
％
ポ
イ
ン
ト
が
１
回
の

政
策
金
利
変
更
の
上
げ
幅
だ
っ
た
点

か
ら
す
れ
ば
大
幅
、
か
つ
毎
回
連
続

利
上
げ
と
な
る
と
、
か
な
り
急
速
な

引
締
め
政
策
だ
。

理
由
は
、
物
価
上
昇
の
勢
い
が
止

ま
ら
ず
、
６
月
の
米
消
費
者
物
価
指

数
が
前
年
同
月
比
で
９
・
１
％
上
昇

と
、
市
場
の
予
想
を
上
回
る
上
昇
率

が
続
き
、
Ｆ
Ｒ
Ｂ
が
掲
げ
る
物
価
目

標
２
％
を
大
き
く
上
回
っ
て
い
る
た

め
だ
。
直
近
の
消
費
者
物
価
指
数

の
デ
ー
タ
が
公
表
さ
れ
た
際
に
は
、

１
％
ポ
イ
ン
ト
の
利
上
げ
幅
を
予
想

す
る
市
場
関
係
者
も
み
ら
れ
た
。

と
こ
ろ
が
、
Ｆ
Ｏ
Ｍ
Ｃ
の
翌
日
で

あ
る
7
月
28
日
に
米
商
務
省
が
４
―

６
月
期
の
実
質
国
内
生
産（
Ｇ
Ｄ
Ｐ
）
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特集

2022年６月
株主総会分析

DXの進展、CGコード対応、ESG等

感染症対策は定着、デジタル化が大きく進展
本年６月総会の全体状況
機関投資家等の議決権行使基準等が厳格化
会社提案・株主提案の提出・議決の状況
６月総会会社の有報での開示も確認する
ＣＧコード対応・サステナビリティ開示の
状況

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

本年６月開催の株主総会におけるトピックとして、バーチャル総会の実施や電子提供制
度移行の準備といった総会のデジタル化対応、機関投資家等の議決権行使基準等の厳
格化による会社提案の賛成率への影響、昨年改訂されたCGコードへの対応等が挙げら
れる。
本特集では、実際にこれらの状況がどうだったのか詳細に分析し、まとめていただいた。
今後の株主への情報提供の拡充や対話の取組みに役立てていただきたい。

この10日間に公表・公布された経理関係重要法規等
日　付 法　規　等 出　所 備　考 掲載号

2022年
7月29日

保証業務実務指針3900
「グリーンボンドの資金
使途報告書に対する保証
業務に関する実務指針」

JICPA

近年の企業のサステナビリティに関する開示情報の重要性の増大や、当該情報に
対する信頼性確保を求める声の高まりを踏まえ、企業によるサステナブルファイ
ナンスのなかで発行件数・金額ともに相対的に大きく、監査事務所の保証実務と
してすでに事例が存在し、今後拡大することが見込まれるグリーンボンドの資金
使途報告書に対する保証業務を実施する際の実務上の指針として、取りまとめた
もの。保証業務実務指針3000を超えるまたは追加的な要求事項は記載されておら
ず、合理的保証および限定的保証の双方の実務を想定している。公表日以後に行わ
れるグリーンボンドの資金使途報告書に対する保証業務から適用される。
https://jicpa.or.jp/specialized_field/20220729fee.html

―

2022年
7月29日

グループ通算制度に関
するQ＆A（令和2年6月）
（令和2年8月、令和3年
6月改訂、令和4年7月改
訂）

国税庁

2022年度の税制改正等を踏まえて、グループ通算制度に関するＱ＆Ａの追加・改
訂を行ったもの。「投資簿価修正における資産調整勘定対応金額等の加算措置」、
「株式の取得が段階的に行われる場合の資産調整勘定対応金額等の計算」、「通算グ
ループ内で適格合併があった場合における資産調整勘定対応金額等の加算措置の
適用」、「通算法人に対する交際費等の損金不算入制度の適用」、「試験研究を行った
場合の法人税額の特別控除に係る通知義務」の５問が新設され、11問が改訂され
ている。
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/group_faq/index.htm

―

2022年
8月1日

改定版「監査役監査基準」
改訂版「監査委員会監査
基準」
改訂版「監査等委員会監
査等基準」

監査役
協会

2022年９月１日に施行される株主総会資料の電子提供制度の創設に伴い、各基準
に「電子提供措置事項記載書面に記載することを要しない事項に係る定款の定め」
と「監査役等が監査をした事業報告等における事項の一部であることの株主に対
する通知」の条文を追加したもの。
https://www.kansa.or.jp/news/post-6232/

―

証
　
　
券

こ
れ
か
ら
の
米
金
融
政
策
と
米
株
価

の
行
方

速
報
値
を
発
表
し
、
前
期
比
の
年
率

換
算
で
０
・
９
％
の
減
少
が
わ
か
っ

た
。
前
期
に
続
き
２
四
半
期
連
続
の

マ
イ
ナ
ス
成
長
と
な
っ
た
た
め
、
景

気
後
退
と
す
る
見
方
も
あ
る
。
し
た

が
っ
て
、
今
後
Ｆ
Ｒ
Ｂ
の
引
締
め
姿

勢
緩
和
を
予
想
す
る
向
き
も
あ
る
。

６
月
は
、
ガ
ソ
リ
ン
価
格
が
年

率
換
算
約
60
％
の
上
昇
率
で
、
住

宅
販
売
も
中
古
販
売
価
格
（
中
央

値
）
が
前
年
同
月
比
13
・
４
％
上
昇

の
41
万
６
、０
０
０
ド
ル
で
過
去
最

高
を
更
新
す
る
な
ど
、コ
ス
ト
・
プ
ッ

シ
ュ
・
イ
ン
フ
レ
を
助
長
す
る
項
目

の
価
格
高
騰
が
顕
著
だ
っ
た
た
め
、

物
価
上
昇
が
収
ま
ら
な
い
ま
ま
景
気

後
退
期
に
入
る
可
能
性
も
あ
る
。
た

だ
、
イ
エ
レ
ン
米
財
務
長
官
は
、「
レ

イ
オ
フ
（
一
時
解
雇
）
や
企
業
倒
産

が
み
ら
れ
る
状
況
で
は
な
い
」
こ
と

を
理
由
に
景
気
後
退
と
す
る
考
え
を

否
定
し
た
。
Ｆ
Ｒ
Ｂ
も
、
純
粋
に
経

済
的
理
由
だ
け
で
引
締
め
姿
勢
を
緩

め
る
可
能
性
は
小
さ
い
。

Ｆ
Ｒ
Ｂ
の
シ
ナ
リ
オ
を
変
え
る
大

き
な
イ
ベ
ン
ト
が
起
こ
ら
な
い
限

り
、
中
期
選
挙
前
の
利
上
げ
ペ
ー
ス

が
緩
和
さ
れ
る
こ
と
は
考
え
が
た

い
。
当
面
現
状
の
タ
カ
派
姿
勢
を
崩

す
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
。

米
株
価
（
代
表
的
株
価
指
数
）
は

７
月
の
月
間
上
昇
率
が
７
～
９
％
と

な
り
、
主
要
国
で
は
最
高
の
成
績
で

あ
っ
た
。
７
月
末
の
連
邦
公
開
市
場

委
員
会
（
Ｆ
Ｏ
Ｍ
Ｃ
）
で
は
、
大

方
の
予
想
ど
お
り
、
政
策
金
利
０
・

７
５
％
引
上
げ
が
決
定
さ
れ
、
同
時

期
発
表
の
２
０
２
２
年
第
２
四
半
期

の
Ｇ
Ｄ
Ｐ
が
２
期
連
続
の
マ
イ
ナ
ス

成
長
と
な
り
、
米
経
済
は
リ
セ
ッ

シ
ョ
ン
の
定
義
を
満
た
し
た
。
そ
れ

で
も
、
米
株
価
は
プ
ラ
ス
反
応
で

あ
っ
た
。

こ
れ
だ
け
を
み
る
と
、
い
か
に
も

米
株
式
市
場
は
強
い
よ
う
に
み
え
る

が
、
そ
の
判
断
は
早
過
ぎ
る
と
す
る

見
方
も
あ
る
。
Ｆ
Ｒ
Ｂ
の
連
続
利
上

げ
実
施
、
し
か
も
イ
ン
フ
レ
率
の
高

ま
り
を
反
映
し
て
利
上
げ
幅
を
急
速

に
拡
大
し
て
き
た
が
、
米
市
場
は
前

回
の
Ｆ
Ｏ
Ｍ
Ｃ
声
明
に
イ
ン
フ
レ
率

の
鈍
化
、
Ｆ
Ｒ
Ｂ
の
利
上
げ
ペ
ー
ス

鈍
化
な
ど
を
読
み
取
り
、
株
式
買
い

に
出
た
と
い
わ
れ
て
い
る
よ
う
だ
。

し
か
し
、
株
式
買
い
の
背
景
と
し

て
、
米
市
場
に
大
量
の
投
資
資
金
が

存
在
し
て
い
る
こ
と
を
挙
げ
る
声
も

あ
る
。
３
月
か
ら
始
ま
っ
た
Ｆ
Ｒ
Ｂ

の
利
上
げ
政
策
に
よ
り
、
海
外
に
流

出
し
て
い
た
ド
ル
が
米
国
内
に
還
流

し
て
き
た
が
、
米
投
資
家
に
と
っ
て

Ｆ
Ｒ
Ｂ
の
利
上
げ
政
策
が
続
く
限
り
、

有
利
な
投
資
対
象
は
限
ら
れ
る
。
彼

ら
は
リ
ス
ク
を
覚
悟
の
う
え
で
、
恐

る
恐
る
株
式
投
資
に
向
か
っ
て
い
る

の
で
は
な
い
か
。
今
後
、
Ｆ
Ｏ
Ｍ
Ｃ

で
は
金
融
政
策
の
変
更
の
内
容
が
焦

点
と
な
り
、
米
株
式
市
場
は
そ
れ
に

反
応
し
つ
つ
変
動
す
る
と
み
ら
れ
る
。

こ
う
し
た
角
度
か
ら
、
米
株
式
市

場
を
考
え
て
み
る
と
、
リ
セ
ッ
シ
ョ

ン
入
り
が
懸
念
さ
れ
る
米
経
済
が
さ

ら
に
大
幅
に
冷
え
込
む
、
あ
る
い
は

米
企
業
の
収
益
が
大
き
く
減
少
す

る
、
と
い
っ
た
事
態
が
来
な
い
限
り
、

大
幅
な
株
価
下
落
に
見
舞
わ
れ
る
こ

と
は
避
け
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
。

７
月
は
、
主
要
国
は
い
ず
れ
も
株

価
は
上
昇
を
記
録
し
た
一
方
で
、
中

国
は
月
間
４
％
強
の
下
落
だ
っ
た
。

中
国
の
２
０
２
２
年
４
～
６
月
の
実

質
Ｇ
Ｄ
Ｐ
は
、
コ
ロ
ナ
対
策
の
ロ
ッ

ク
ダ
ウ
ン
政
策
の
影
響
で
、
前
年
同

期
比
０
・
４
％
増
と
中
国
と
し
て
は

異
例
の
低
水
準
で
あ
っ
た
。

コ
ロ
ナ
対
策
で
経
済
見
通
し
が
よ

く
変
わ
る
の
は
日
本
も
同
様
だ
が
、

企
業
収
益
は
案
外
、底
堅
い
よ
う
だ
。

今
後
も
動
向
が
注
目
さ
れ
る
。


